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　令和７年３月新規高卒者用の求人受付が６月１日から始まりました。
　来春卒業予定の就職を希望する高校生の多くは、地元での就職を強く希望しています。特に、女
子生徒の多くが希望する事務職、販売職の求人が不足している状況です。
　地元での就職を希望する卒業予定者全員が早期に就職先を決定できるよう、新規高卒者の採用を
検討されている企業の方は、早めの求人提出にご理解とご協力をお願いします。

問合せ　ハローワークとまこまい　学卒支援担当　☎0144㉜5221　（部門コード42＃）

令和６年度　日本赤十字社による善意の募集について
　日本赤十字社は、国内外の災害救護、医療、血液、社会福祉事業やボランティア活動など、幅広
い分野で活動しています。
　また、こうした活動は、毎年一定の資金を提供してくださる社員やさまざまな活動を展開するボ
ランティアによって支えられています。
　今年も皆さんのもとを日赤奉仕委員や町内会の班長および各自治会の組長などが善意の呼びかけ
に訪問しますので、町民の皆さんのご協力をお願いします。
　昨年度に寄せられた安平町の善意は1,099,237円でした。

募集期間　10月31日㈭まで

問合せ　日赤安平町分区事務局（健康福祉課福祉グループ）　☎㉙7071

令和６年　弁護士無料法律相談会のお知らせ

令和 7 年 3 月新規高卒者の求人受付について

　札幌弁護士会では、無料法律相談会を開催しています。あなたのお悩みも、弁護士に相談するこ
とで解決できるかもしれません。「だまされたかも」「自分が死んだらこの家はどうなるの」「借り
たお金が返せない」など、気軽に相談にお越しください。

・相談料は無料。ご利用の際には事前に電話予約が必要となりますので、下記までご連絡ください。
・相談時間は１人30分です。多少前後する場合がありますので、ご了承ください。
・�相談日当日に予約枠が開いている場合は相談いただけますが、事前予約者が１人もいなかった場
合、担当弁護士による電話相談となります。

■相談会日程

予約先・問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511

�６�月24日㈪ 10時30分～12時 保健センター �７�月�８�日㈪ 13時30分～15時 保健センター

�７�月22日㈪ 10時30分～12時 ぬくもりセンター �８�月�５�日㈪ 13時30分～15時 保健センター

�８�月19日㈪ 10時30分～12時 保健センター �９�月�２�日㈪ 13時30分～15時 ぬくもりセンター

�９�月17日㈫ 10時30分～12時 保健センター �９�月30日㈪ 13時30分～15時 保健センター

10月15日㈫ 13時30分～15時 保健センター 10月28日㈪ 10時30分～12時 ぬくもりセンター

11月11日㈪ 13時30分～15時 保健センター 11月25日㈪ 10時30分～12時 保健センター

12月�９�日㈪ 13時30分～15時 ぬくもりセンター 12月23日㈪ 10時30分～12時 保健センター
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令和６年度　安平町臨時特別給付金のお知らせ
　物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい非課税世帯および均等割のみ課税世
帯に対し、給付を実施します。

■給付対象者
　�基準日（令和６年６月３日）に、安平町の住民基本台帳に記録されている方で、令和５年度は課
税世帯であったが、令和６年度は住民税が非課税となった世帯、または均等割のみ課税の世帯の
方を対象としています。なお、上記要件に当てはまる子育て世帯（18歳以下の児童がいる世帯）
には、追加で子育て世帯給付金が支給されます。

　※ 令和５年度に実施された３万円給付金、７万円給付金、10万円給付金などの支給を受けた方は
対象外です。対象となる世帯には７月上旬に確認書を送付予定です。

■給付額
　�給付対象世帯１世帯につき10万円。子育て世帯（18歳以下の児童がいる世帯）は、１人につき
５万円が追加で支給されます。

　※給付対象者が属する世帯の世帯主名義の口座へ振り込みます。

■申請方法
　�町から郵送される確認書へ必要事項を記入し、同封している返信用封筒にて郵送で提出してくだ
さい。詳しい申請方法は申請書に同封しています。

■申請期限
　７月上旬から10月末までの期間で申請を受け付ける予定です。
　※申請期限が正式に決定次第、広報紙および町ホームページでお知らせします。

■支給時期
　�確認書の返送後、健康福祉課での受付日からおよそ１か月以内での支給を予定しています。決定
後、健康福祉課より振込日を記載した決定通知をお送りします。

■DVなどを理由に避難している方へ
　�DVなどを理由に避難している方が本給付金の支給を受けるにあたり、事情により安平町に住民
票を移すことができない方は、下記①～③のいずれかの要件に当てはまる場合、所定の申出書を
提出し、本給付金の申請を行うことで、給付金を受け取ることができます。

　【安平町に住民票を移さず、本給付金の申請を行うことができる要件】
　　①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
　　②婦人相談所の証明書などが発行されている。
　　③�住民基本台帳の閲覧制限が「支援措置」対象となっている（DVなどを理由に避難している

方の申請は確認書とは別の申請書が必要です。該当する方はお問い合わせください）。

■注意事項
　・申請時期や支給時期は自治体によって異なります。
　・この給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください。
　※ 安平町や総務省などが、ATM（銀行、コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いするこ

とは絶対にありません。また、町民の方の世帯構成や生年月日等の個人情報を照会することは
絶対にありません。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎㉙7071
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　令和７年１月１日採用予定（状況に応じて採用時期の変更可能）の安平町職員（技術職）を下記
のとおり募集します。

■受験資格等
　募集職種　土木技術職　　　　　　　　採用予定人数　２名～３名
　資格要件　・平成５年４月２日以降に生まれた方で、①または②に該当する方
　　　　　　　①�学校教育法による短期大学、高等専門学校または専修学校（修業２年以上の専門課

程に限る）以上の学歴を有している方で、民間企業等（官公庁、土木系コンサル
ティング企業を含む）において３年以上継続して就業した職務経験※のある方

　　　　　　　②�学校教育法による高等学校以上の学歴を有している方で、民間企業など（官公庁、
土木系コンサルティング企業を含む）において５年以上継続して就業した職務経
験※のある方

　　　　　　・普通自動車運転免許を保有している方
　　　　　　・安平町に居住できる方
　　　　　　※ 職務経験は、常勤の正規職員か、同等の勤務形態（所定労働時間が週35時間以上）

で勤務していた期間に限る。連続１か月以上の休業期間がある場合、継続した就業と
しない。ただし、産前・産後休暇期間および育児休業期間は、当該期間の前後を通算
する。

■受験手続きについて
　提出書類　①�受験申込書（最近６か月以内に帽子を被っていない上半身を写したもので、本人で

あると確認できる写真［縦４cm、横３cm］を受験申込書に貼ること）
　　　　　　②卒業証明書または卒業証書の写し
　　　　　　③履歴書（町指定の様式を使用すること。なお、受験申込書と同様に写真を貼ること）
　　　　　　④各種資格免許証の写し
　　　　　　⑤職務経歴書（職歴のある方のみ。任意のＡ４版の様式で提出すること）
　　　　　　⑥返信用封筒（長形３号封筒に住所、氏名を記入し、84円切手を貼ること）
　　　　　　※ 受験申込書および履歴書は総務課総務グループに直接請求するか、町ホームページ

からダウンロードしてください。
　受付期間　８月２日㈮まで
　　　　　　　・直接役場に持参する場合は、平日８時30分～17時15分に限り受け付けます。
　　　　　　　・郵送の場合は、８月２日㈮の消印まで有効です。

■試験方法
　第１次試験　日程：８月19日㈪～30日㈮　　科目：基礎能力検査（SCOA）、性格検査（SCOA）
　　　　　　　会場：全国各地にあるテストセンター会場
　第２次試験　日程：別途通知　　科目：個別面接試験　　会場：安平町役場

■テストセンター受験について
　�応募された方に対して、テストセンター受験案内メールを送信します。ご自身で予約の上、必ず
実施期間中に受験してください。

　※ 選択できる会場・席数には限りがありますので、早めの予約をお願いします。特に試験期間終了
間近は、予約が多くなる可能性があるので、余裕をもって予約してください。予約ができず受
験できなかった場合、不合格となります。

安平町職員を募集します（技術職）
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　物価高騰による負担増を踏まえ、新たな経済に向けた給付金、定額減税一体措置として、低所得
者支援および定額減税補足給付（調整給付）を実施します。
※現在実施中である４万円減税において、減税しきれない人を対象に支給する給付金です。

■給付対象者
　基準日（令和６年１月１日）に、安平町の住民基本台帳に記載されており、以下に該当する方
　　①　令和５年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
　　②　�①の控除対象配偶者または扶養親族である者の数に１を加えた数に３万円を乗じて得た額

が、令和６年分所得税額として推計した額（令和５年分所得税額）に掲げる金額を上回る
個人住民税所得割の納税義務者

　　③　令和６年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
　　④　�③の控除対象配偶者または扶養親族である方の数に１を加えた数に１万円を乗じて得た額

が令和６年度分個人住民税所得割の額を上回る納税義務者
　　※対象者には７月上旬に確認書を送付する予定です。
■給付額
　支給対象者に記載のある、減税しきれなかった金額（所得税および住民税分）
　　※１万円を最小の単位とし、これに満たない単数がある場合は切り上げ。
　　※�支給額は個人の税額や扶養人数、各種税控除などによって変動するため一律ではありませ

ん。
■申請方法
　�町から郵送される確認書へ必要事項を記入し、同封している返信用封筒にて郵送提出してくださ
い。詳しい申請方法は申請書に同封しています。

■申請期限
　７月上旬から10月末までの期間で申請を受け付ける予定です。
　※申請期限が正式に決定しましたら、改めて広報および町ホームページにてお知らせします。
■支給時期
　�確認書の返送後、健康福祉課での受付日からおよそ１か月以内での支給を予定しています。決定
後、健康福祉課より振込日を記載した決定通知をお送りします。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙7071

令和６年度　安平町低所得者支援および
定額減税補足給付金（調整給付）について

　※ 履歴書へ記載されたメールアドレス宛に、受験に必要な各種情報を【town.abira.lg.jp】【cbt-s.
com】のドメインを使用したメールアドレスから送信します。メールを受信できるよう「メー
ルアドレス指定受信」「ドメイン指定受信」などの設定をお願いします。

　※メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに自動振り分けされていないかご確認ください。
　※ 受験案内メールが、８月30日㈮13時までに届かない場合、同日17時15分までに必ず下記へ

お問い合わせください。

請求先・申込先・問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511
　　　　　　　　　　　　〒059−1595�　勇払郡安平町早来大町95番地
　　　　　　　　　　　　URL　https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/saiyo
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第１回「移住者交流会」を開催します
　安平町へ移住して来られた皆さん、交流や情報交換の場として気軽に参加してみませんか。春に
引っ越してきたけれど知り合いがいないと悩んでいる方にとっては、新しい仲間と出会える良い機会
です。
　今回が初回となり、今年度中に計２回開催予定。次回開催日は決定次第ご案内します。皆さんの参
加をお待ちしています。

日　時　７月26日㈮　18時30分～20時30分　　場　所　ENTRANCE（追分本町４丁目３番地）
参加費　無料　　　　　　　　　　　　　　　　対　象　移住してからおおむね５年以内の方
締　切　７月16日㈫　先着15名様
内　容　安平町の要素を盛り込んだ「あびらすごろく」づくり、体験
　　　　※軽食を準備しています。
　　　　※途中参加、退出も可能です。

申込み・問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール　abira-ijuu@town.abira.lg.jp

　下記の日程で高齢者スポーツ大会を開催します。町内に居住されている60歳以上の方なら、ど
なたでもご参加いただけますが、参加には事前の申し込みが必要です。

日 時　７月25日㈭　10時～14時30分　　　　　場 所　追分公民館
内 容　軽スポーツ（スロットボール、ジャンボボーリングなど）
申込方法　�老人クラブに加入されている方は所属している老人クラブにお申し込みください。ま

た、一般の方は下記へお申し込みください。
締 切　７月５日㈮
そ の 他　・�当日は送迎バスをご用意しています。運行時間、乗り場は申し込み時にご確認くだ

さい。
　　　　　・参加される方には昼食をご用意します。
　　　　　・動きやすい服装、運動靴でご参加ください。

申込先・問合せ　安平町高齢者いきいき事業実行委員会（安平町社会福祉協議会）
　　　　　　　　　☎㉒3061（本所）　☎㉕2263（追分支所）

令和６年度　「高齢者スポーツ大会」開催のお知らせ

【問合せ】政策推進課政策推進グループ　☎㉒ 2751

地域おこし協力隊 募集中！地域おこし協力隊 募集中！

募集案内は
こちらから 

【新隊員紹介】菅
すがわらひろまさ

原裕公 隊員
　６月24日㈪から早来地区でのハイヤー営業が一部再開します。ご利用をお待ちしています。
　　営 業 日　月曜：９時〜19時、金曜：９時〜21時、土曜：９時〜21時（祝日休業）
　　乗 車 申 込　㈲追分ハイヤー（早来）☎︎ ㉙ 7045

（募集対象：都市地域在住の方）
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「ラ・ラ・タウン・おいわけ」
道の駅あびらD51ステーション来場者300万人達成記念

分譲地減額キャンペーン

　道の駅あびらD51ステーション来場者が300万人を達成したことを記念して「ラ・ラ・タウン・お
いわけ」の分譲地をお得な価格で販売しています。ぜひこの機会にご検討ください。

【対象となる区画】

区画No.47　257.01㎡　�区画No.105　295.24㎡
区画No.48　249.76㎡　�区画No.106　276.49㎡
区画No.85　262.49㎡　�区画No.108　276.51㎡
区画No.86　262.49㎡　�区画No.109　276.49㎡
区画No.87　262.50㎡　

申込条件
　�定住人口増加を主な目的としておりますので、定住および住民登録、その他に税金等に滞納がないこ
と、保証金・土地代金等の支払い能力があることなどを条件としています。

　　⑴無償貸付契約締結後、２年以内に住宅を完成させ、当該住宅に入居し定住すること。住民登録が必要。
　　⑵無償貸付契約締結時に売買代金の２割程度の保証金を預け入れすること。
　　⑶地域活動への積極的な協力をできる世帯であること。
　　⑷定住促進条例に基づく奨励助成金の助成対象外となることに同意すること。
　　⑸公租公課に滞納がない世帯であること。
　　⑹無償貸付契約に係る違反があった場合、違約金（譲渡決定価格の２割相当）を支払うこと。

■物件概要　●所在地／北海道勇払郡安平町追分白樺２丁目93他●交通／ＪＲ石勝線室蘭本線「追分駅」徒歩８分●地目／宅地●用途地域／無指定●建蔽率／60％
（建築協定有）●容積率／200％（建築協定有）●開発面積／６万2805㎡●総区画数／137区画●今回販売区画数／９区画●土地面積／249.76㎡（75.55坪）
１区画〜295.24㎡（89.31坪）１区画●販売価格／【町内者限定価格】510,000円（９区画）※申し込み時、安平町に１年以上居住している方。　【町外者限定価格】
812,400円（２区画）〜977,600円（１区画）●造成工事完了／平成８年12月●道路／８m・12.5m（アスファルト舗装）●設備／電線埋設：北海道電力㈱、
ガス：個別ＬＰガス、上下水道：安平町水道・公共下水道完備●近隣施設／鹿公園（10m）●売主／安平町
■住宅建築について（ラ・ラ・タウン・おいわけ住宅建築協定）／１世帯１区画まで。建設する住宅は43㎡（13坪）以上で１戸建て高さ10m以下。自己の居住する
木造モルタル以上の専用住宅（営業店舗併用住宅等建物可）を建設しなければなりません。

鹿公園

町内者限定価格

510,000 円
　※申し込み時、安平町に
　　１年以上居住している方

問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎㉒2751
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ペット飼育用住宅の入居者募集について

【露天風呂の日】６月26日㈬～27日㈭
　今治バスタオルやボディタオルなどのお風呂グッズが当たる抽選会を開催します。
【七夕イベント】７月７日㈰～８月７日㈬
　短冊に願い事を書いて笹に飾ろう！飾ってくれたお子さんにはサイコロを転がして
出た目の数だけお菓子をプレゼント！
【キッズデー】７月14日㈰　「君は冒険家！夏のトレジャーハント」

　昨年好評だった参加型ゲームです。館内に隠された文字を探し謎を解こう！親子でも楽しめるイベ
ントです。クリア報酬で景品をゲットしよう！当日入浴した小学生以下が対象です。
【カラダ測定会】７月17日㈬　13時30分～16時　ぬくもりセンター
　体組成測定のほか、14時から作業療法士による診断を受けられます。
【ハッピーバスデー】
　誕生月に名簿登録を行うと、町民の方は２回（町外の方は１回）入浴が無料になります。広々とし
たお風呂や人気のミストサウナでくつろぎましょう。
【キッズカード・スタンプカード】
　令和５年９月の休館前にカードを発行した方は、有効期限を６か月延長します。カードを持参し、
受付までお越しください。
　例：カード有効期限が令和６年７月31日までの方→令和７年１月31日まで延長

※各イベントの詳細は、町ホームぺージ「ぬくもりセンターからのお知らせ」をご覧ください。
　右記二次元バーコードからアクセスできます

休館日　６月25日、７月９日、７月23日（毎月第２・４火曜日）
　　　　　　　　  問合せ　ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間　11時～22時）

　平成30年北海道胆振東部地震発生時に町内に住所を有しており、現在ペットを飼育している方
を対象にペット飼育用住宅の入居者を募集します。

入 居 要 件　�平成30年北海道胆振東部地震の被災者のうち、下記の要件をすべて満たす方が対象
になります。

　　　　　　　①町内に住所を有する方
　　　　　　　②ペット（犬、猫に限る）を飼育し、住宅に困窮している方
　　　　　　　③市町村民税などを滞納していない方
　　　　　　　④入居する予定の方が暴力団員でないこと
必要なもの　�入居申込書および同意書、世帯全員の住民票、世帯全員が市町村民税を滞納してい

ないことの証明書の写し
募 集 戸 数　早来ときわペット飼育用住宅　１戸（３LDK）
　　　　　　　所在地：早来大町173番地27　１階102号室（スナックパートⅡ横）
月 額 家 賃　14,600円（共益費300円含む）
募 集 期 間　随時（入居の募集については先着順となります）
受 付 場 所　建設課施設グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問 合 せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅　入居者募集
募集期間　７月１日㈪～12日㈮

案内書および申込書の配布・受付（土曜日、日曜日を除く）
　申込受付期間：７月１日㈪～12日㈮　８時30分～17時15分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

必要なもの
　�入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書（最新のもの）、世帯全員の住民票、世帯全員
が市町村民税を滞納していないことの証明書、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　　早来地区分　７月17日㈬　�９時30分～　総合庁舎
　　追分地区分　７月17日㈬　13時30分～　総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：�遠浅南公営住宅、遠浅駅前公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、

早来さつきみなし特定住宅、早来北町公営住宅、早来あけぼの公営住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅

その他
　令和６年８月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ
　建設課施設グループ　☎㉒2516

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続きや制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの
暮らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐�氏　☎㉒3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹�氏　☎㉕2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠059‒1595安平町早来大町95番地
　　　　（☎㉒ 2511・FAX㉒ 2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/hokkaido.abira
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不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
苫小牧警察署☎0144㉟0110　　　追分駐在所☎㉕2003
安平駐在所　☎㉓2339         　　　早来駐在所☎㉒2030
遠浅駐在所　☎㉒2211         　　　役場総務課☎㉒2511

地域安全ニュース 令和６年６月20日発行
令和６年度第３号
安平町防犯協会

発行：安平町防犯協会

「ＳＮＳ型投資詐欺」にご注意ください「ＳＮＳ型投資詐欺」にご注意ください
　今年に入り、SNS（インターネット上で利用者同士が交流できるサービス）を悪用した投資名目の詐
欺が全国で急増しています。今年１月から３月までの期間で、被害額が約279億円、道内で約７億7900
万円の被害が出ています。今回は詐欺の手口を紹介しますので、被害に遭わないようにしましょう。

■詐欺の手口は
①最初はSNSの広告にアクセスするところから始まる
　�　Instagram、Facebook、X（旧Twitter）などのSNSに表示された著名人（顔写真入り）や有
名新聞社、出版社を装った投資に関する講座の広告をクリックすると、LINEのグループチャッ
トに参加してしまいます。

②参加したグループチャット内で投資を誘導される 
　�　グループチャット内のメンバーにはサクラが入っており、自分が投資で儲かっていることを告
げられ、投資への勧誘およびアプリのインストールを薦められます。指定された口座に振り込む
と、アプリに入金や運用状況が表示されるので、本物のように見えてしまいます。

③「おかしいな」と思ったときには
　�　グループチャット内で詐欺を疑った内容を書き込むと、他のメンバーから「疑うならやめれば
よいのでは」という書き込みが次々に入り、強制的にグループチャットを退会させられて連絡が
取れなくなってしまいます。

間違って広告を押してしまったら、すぐに家族や警察に相談しましょう。

◉定額減税、給付金の開始に伴う詐欺にも注意！
　７月から、定額減税や給付金の支給が始まります。それに伴い、制度に便乗した詐
欺が増えると想定されます。詐欺被害に遭わないよう、下記事項にご注意ください。

■原則、給付金の対象者には、町から確認書が郵送で届きます
　確認書が届かない方は、給付金の対象外です。

■町や国、税務署が受給のときにATMの操作をお願いすることはありません
　このような電話は、詐欺の可能性が非常に高いので、すぐに切りましょう。

■給付金の案内はメールで手続きできません
　このようなメールは、詐欺の可能性が非常に高いので、クリックしないようにしましょう。

■疑問に思ったら、役場に連絡を
　健康福祉課福祉グループ（☎㉙7071）へ相談しましょう。


